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年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【年金受給者の住所変更届等に関するお知らせ】

　日本年金機構に住民票コードが収録されている方

は、住民基本台帳ネットワークから住所変更情報等が

取得できるようになったため、届け出ていた住所変更

届や死亡届が原則不要となります。なお、現住所と住

民票上の住所が異なる場合には、提出する必要があり

ます。また、日本年金機構にお届けされている住所と

住民票の住所が異なっている場合等は、ねんきんダイ

ヤル（☎ 0570 － 05 － 1165）にお問合せください。

■役場窓口年金相談日　

　7 月 13 日（水）・27 日（水）〈戸籍年金係窓口〉　

■年金保険相談所の開設

　主催　札幌北年金事務所

　日時　7 月 20 日（水）10 時～ 15 時

　場所　商工会館（錦町）　

※年金保険相談は予約制です（相談予約専用ダイヤル

☎ 011 － 717 － 4133）。また、代理人が相談に行く

場合は、委任状・身分証明書が必要です。

【国民健康保険税の納税通知書を送付します】

　7 月中旬に、国民健康保険の加入世帯に対し、平成

23 年度の国民健康保険税納税通知書を送付します。

納付の際には、納税通知書に記載されている、期別・

納期限を必ず確認のうえ、納付してください。

【国保税は世帯ごとに決まります】

　国保税は、加入世帯における前年の所得状況、資産

の状況などにより世帯ごとに計算されます。

【納付は、口座振替・コンビニ納付が便利です】

　忙しくて国保税を納めに行く時間がない人や、納期

限を忘れがちな人には、口座振替がおすすめです。

　また、昨年からコンビニや全国の郵便局、ゆうちょ

銀行 ATM で納付できるようになりました。

【納付に困ったときはご相談ください】

　特別な事情により国保税の納付が困難になったとき

は、早めにご相談ください。

▼国保税の納付についての問合せは

　納税課納税係（☎ 23 － 2341）

　児童扶養手当の支給を受けてい

る世帯では、ＪＲの通勤定期乗車

券（3 割引き）を購入することが

できます。

▼必要なもの

・購入する方の写真（最近 6 ヵ月

以内に撮影した縦 4 ㎝×横 3 ㎝

の正面上半身のもの）

・児童扶養手当証書

・印鑑

▼申請先　福祉課福祉係

（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

乗 車 券乗 車 券

児童扶養手当受給者 JR 通勤
定期乗車券割引について

　7 月中旬に 65 歳以上の方（第

1 号被保険者）へ平成 23 年度介

護保険料決定のお知らせを送付し

ます。特別徴収（年金からの天引）

の方には保険料額決定通知書を、

普通徴収（年金から天引されない）

の方には保険料額決定通知書と納

付書を同封しています。

　普通徴収の方の納付には、口座

振替が便利です。納付書と口座振

替を希望する預 ( 貯 ) 金通帳、通

帳に使用の印鑑を持参して、口座

のある町内金融機関へお申し込み

ください。

▼問合せ　福祉課介護サービス係

（ゆとろ内・☎ 23 － 3029）

介 護介 護

介護保険料のお知らせを
送付します

　ご家族や周囲の方が認知症に

なったとき、どうしますか？

　認知症に関する正しい知識、よ

りよい接し方について、寸劇や映

像を通して楽しく学びます。お気

軽にご参加ください。

▼日時　8 月 4 日（木）

　18 時～ 19 時 30 分

▼場所　ゆとろ　

▼申込締切　7 月 28 日（木）

▼申込み・問合せ

　地域包括支援センター

 （ ゆ と ろ 内・ ☎ 25 － 5152/

FAX25 － 5159/E-mail:tobetsu-h@

hghi.or.jp）

認 知 症認 知 症

認知症サポーター養成講座
を開催します
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　水道メーターは、計量法により

8 年ごとの取替えが義務付けられ

ています。

　今年度は約 1,000 件を予定し

ており、対象となる方にはハガキ

でお知らせしています。

　取替作業は当別町が委託した業

者が行いますが、留守の間に作業

を行うこともありますので、メー

ターボックスの上に物を置かない

等、取替作業にご協力をお願いし

ます。

　なお、これら取替作業の費用は

かかりません。

▼問合せ　上下水道課業務係　　

　（☎ 22 － 2411）

水 道水 道

水道メーターの
取替えにご協力を！

　平成 22 年度に請求のあった情

報公開と個人情報の開示状況をお

知らせします。

当別町役場

情 報 公 開情 報 公 開

情報公開・個人情報保護の
開示状況

決定の内容 情報公開

開示 11 件

一部開示 1 件

不開示 －

取り下げ －

不存在 －

石狩北部地区消防事務組合

決定の内容 情報公開
個人情報

保護

開示 － －

一部開示 11 件 3 件

不開示 1 件 －

取り下げ － －

不存在 － －

※個人情報の開示請求はありませ

んでした。また、異議申し立ても

ありませんでした。

▼問合せ

　総務課総務係（☎ 23 － 2330）

※ともに、異議申し立てはありま

せんでした。

▼問合せ　石狩北部地区消防事務

組合消防本部総務課

　（☎ 0133 － 74 － 5119）

　住宅の耐震化を進めることは、

あなた自身の生命や財産を守ると

ともに、まちの安全性を高めるこ

とにも役立ちます。まずは、ご自

身の住宅が地震に耐えられるか診

断を受け、住宅の状況を確認して

みることが大切です。

▼対象者（すべて該当する個人）

・町内に木造住宅を所有し、そこ

に住んでいること

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着

工した住宅

・戸建て住宅または併用住宅

・在来軸組工法または枠組壁工法

の 2 階建て以下の住宅

・法令に違反していない住宅

▼補助額　耐震診断費用の 3 分の

2 以内（上限 2 万円）

▼申込み　建設課建築住宅係

 （☎ 23 － 3147）

耐 震 診 断耐 震 診 断

耐震診断費用の一部を
補助します

相 談 室相 談 室

「こんにちは パソコン相談室」
を開催します

　パソコン・携帯電話についての

素朴な疑問から、ちょっと難しい

ことまで、一緒に考えるための「相

談室」です。機器を持ち込んでの

相談も可能です。

　パソコンを使った事が無い方で

も、興味がある方は大歓迎。お気

軽にご利用ください。

▼日時　

　7 月 13 日（水）・14 日（木）

　14 時～ 17 時

▼場所　

　ふれあい倉庫（13 日）、西当別

コミュニティーセンター（14 日）

▼料金　無料

▼問合せ　

情報課情報管理係

（☎ 23 － 3069）

　平成 23 年度国民健康保険税第

1 期の納期限は 8 月 1 日です。コ

ンビニや郵便局でも納税できます。

　国保税を滞納すると、督促状の

発送、有効期限の短い保険証の交

付、または保険証を返還（代わり

に被保険者資格証明書を交付）し

てもらう場合があります。

　病気や失業、または東日本大震

災による被災などの事情で納税す

ることが困難になった場合は、納

税課納税係へご相談ください。

◆夜間納税相談　

　7 月 14 日（木）・28 日（木）　

　19 時 30 分まで

▼問合せ　納税課納税係

　（☎ 23 － 2341）

納 税納 税

国民健康保険税第１期の
納期は８月１日です
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　各試験・講習会の案内及び申請

書は当別消防署予防課指導係（☎
23 － 2537）にあります。

　また、危険物取扱者試験及び消

防設備士試験は、インターネット

での申請も可能ですのでホーム

ページからお申込みください。

第 2 回危険物取扱者試験

第 2 回消防設備士試験

◆試験種目　

危険物取扱者試験

　 甲 種、 乙 種（ 第 1 ～ 第 6 類 ）

及び丙種

消防設備士試験

　甲種（特類、第 1 ～第 5 類）、

乙種（第 1 ～第 7 類）

◆試験日　

　8 月 21 日（日）

◆試験地　札幌市ほか

◆受付期間　

　書面申請

　7 月 5 日（火）～ 13 日（水）

　電子申請

　7 月 2 日（土）～ 10 日（日）

◆問合せ

 （財）消防試験研究センター

北 海 道 支 部（☎ 011 － 205 －

5371/URL http://www.shoubo-

shiken.or.jp）

危険物取扱者試験準備講習

◆講習日　 

　7 月 28 日（木）～ 29 日（金）

◆受付期限　

　各講習日の 1 週間前まで

◆講習地　札幌市

◆問合せ　

  社団法人 北海道危険物安全協会

連合会（☎ 011 － 205 － 5088/

URL http://www.hokkiren.jp/)

消 防消 防

各種試験及び消防設備士講習
のお知らせ

▼採用予定数

▼受験資格

上級職（一般行政・土木）

　昭和 59 年 4 月 2 日から平成 2

年 4 月 1 日までに生まれた者で、

学校教育法による大学を卒業又は

平成 24 年 3 月卒業見込みの者。

▼一次試験日　9 月 18 日（日）

▼試験会場　ゆとろ

▼受験用紙の請求・受付方法

　願書は、役場総務課・太美出張

所（太美郵便局内）・石狩町村会

に備え置きます。

　郵送を希望する場合は、120 円

切手を貼った宛先明記の返信用封

筒（Ａ 4 判の大きさ）を入れて

石狩町村会まで郵送で請求してく

ださい。

▼申込先　石狩町村会

（〒 060 － 0004 札幌市中央区北

4条西6丁目北海道自治会館6階）

▼受付期間

　7 月 6 日（水）～ 8 月 5 日（金）

　9 時～ 17 時（土日祝日を除く）

▼問合せ

　総務課人事係（☎ 23 － 2330）

　石狩町村会

　（☎ 011 － 261 － 6510）

職 員 採 用職 員 採 用

平成 24 年度石狩管内
町村職員採用資格試験案内

町村名
上級職

一般行政 土　木

当別町 3 1

新篠津村 1 －

　手軽に出来る高血圧予防のメ

ニューを紹介します。

▼日時　7 月 13 日（水）

　10 時～ 13 時 30 分

▼場所　

　西当別コミュニティーセンター

▼内容　調理実習とミニ健康講話

▼参加費　200 円

▼持参する物　

　エプロン、三角巾、筆記用具

▼申込期限　7 月 8 日（金）

▼申込み　当別町食生活改善協議

会太美地区　沼田

（☎ /FAX26 － 3619）

講 習 会講 習 会

生活習慣病予防の料理講習会
【テーマ：高血圧】

▼告示日　7 月 5 日（火）

▼投票日　7 月 10 日（日）

　7 時～ 16 時

※無投票が決定した場合は、入場

券は無効となります。

▼期日前投票期間　

　7 月 6 日（水）～ 9 日（土）

　時間　8 時 30 分～ 20 時

　会場　役場 1 階大会議室

▼投票所　

　通常の選挙と投票所が異なって

いますので、必ず入場券で確かめ

てください。

▼開票　

　7 月 10 日（ 日 ）16 時 50 分 か

ら役場第二庁舎で行います。

　なお、会場の都合により、入場

を制限させていただく場合もあり

ますのでご了承願います。

▼問合せ　町選挙管理委員会

　（☎ 23 － 2330）

選 挙選 挙

当別町農業委員会委員選挙


